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税金 あ これ れ税金
　税務課　☎０８６９-２２ - １１１４
　西大寺税務署　☎０８６-９４２ - ３８１５
問
問

申告が必要かどうか、確認してみましょう。
令和2年1月1日現在、
瀬戸内市に住んでいる

はい

令和元(平成31)年中に
収入があった

令和元（平成31)年中に
給与収入があった

令和元（平成31)年中に
年金収入があった

いいえ

令和元（平成31)年分の給与に
ついて年末調整がされている

給与を2カ所以上からもらっており、
年末調整をされていない給与がある

給与以外に年金・報酬
などの所得があった

勤務先から瀬戸内市へ
「給与支払報告書」が
提出されている

※このフローチャートは、一般的な事例です。ここに載っていない事例もありますので、詳しくはお問い合わせください。

給与収入があった人にお尋ねします

確定申告を
してください

確定申告を
してください

市県民税の申告を
してください確定申告および市県民税の

申告をする必要はありません

ただし、給与以外の所得の合
計額が20万円以下の人は市
県民税の申告をしてください

ただし、所得よりも控除が大き
い場合や収入より経費が多い場
合には市県民税の申告をしてく
ださい

確定申告を
してください
ただし、年末調整をされて
いない給与の収入金額（所
得金額でないので注意）と
各種の所得金額（給与所得
と退職所得を除く）との合計
額が20万円以下の人は市県
民税の申告をしてください

瀬戸内市に市県民税の申告
をする必要はありません
令和2年1月1日にお住まいの市区
町村に相談してください

所得・課税証明書の発行や国民健
康保険税などの算定のため
市県民税の申告が必要な
場合があります

確定申告または市県民税の
申告が必要な場合があります
年金収入が400万円以下であり、か
つその他の所得が20万円以下の人
でも、所得税の還付を受ける場合
は、確定申告をしてください。ただ
し、還付を受けない場合でも、市県
民税が減額になる場合は、市県民税
の申告をしてください

確定申告をしてください

はい はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はいいいえ

　市県民税の申告は、令和２年度の市県民税（個人住民税）
を算定するための基礎資料となります。
　また、所得課税証明書を発行する場合や、国民健康保険税・
介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定資料、国民年金保
険料の免除申請などの各種手続きに必要となりますので、下
図のフローチャートを参考に必要な手続きをしてください。

市県民税
　申告準備を
　　お忘れなく！

　・自宅や勤務先の近くなど、身近で通いやすい
　・医師や看護師などのスタッフが話をよく聞いてくれて、気軽に相談できる
　・病気や治療、薬のことなどを分かりやすく説明してくれる
　・必要な時には、他の医療機関や専門医を紹介してくれる

かかりつけ医のススメ

　日本医師会では「健康に関することをなんでも相談でき、必要な時は専門医
療機関を紹介してくれる身近にいて頼りになる医師のこと」をかかりつけ医と
呼びます。自分や家族の健康を守るために、日常的な診療や健康管理をしてく
れるかかりつけ医を持つことは、いざという時に大変便利です。
　健康な人も定期的な健診などを利用して、かかりつけ医を見つけましょう。

いつまでも住み慣れた場所で暮らすために
～身近にかかりつけ医をもちましょう！～

かかりつけ医をもつと こんなに便利！

気軽に何でも
相談できる
気軽に何でも気軽に何でも
相談できる相談できる相談できる相談できる

大きな病院より
受診手続きが簡単！

病歴や体質を把握している
ので、早めに適切な対応を
してもらえる！

スマホでの確定申告がより 便利 になります！

令和２年１月から、２カ所以上の給与所得がある人、年金収入や副業などの雑所得がある
人など、スマホ専用画面を利用できる人の範囲が広がります。

食事や運動など
健康管理のアドバイス
をしてもらえる

スマホで見やすい専用画面

e -Tax で手続完結
「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード対応のスマートフォン」をお持ちの人は、
e -Tax で送信できます。また、マイナンバーカード対応のスマートフォンなどを持ってい
ない人も、「ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたＩＤ・パスワードがあ
れば e -Tax で送信できます。

申告書の作成は
こちらから！

対象端末の一覧は
こちらから！

あなたには　　　　　　　　　
「かかりつけ医」がいますか？

かかりつけ医を選ぶポイント

　自分だけ、または家族だけで抱え込まず、お気軽にご相談ください。（相談料は無料）
　相談は予約制（１人約 30 分）で、保健師や認知症地域支援推進員が対応します。

▽日時　令和２年１月 16 日（木）午後１時 30 分～午後３時

▽場所　瀬戸内市総合福祉センター

▽対象者　もの忘れや認知症が心配な本人またはその家族

▽予約期限　令和２年１月10日（金）※電話またはＦＡＸで相談者の氏名と連絡先をご連絡ください。
　　トータルサポートセンター　☎０８６９-２２ - ３８００　FAX ０８６９ - ２２ - ３８０１

　自分だけ、または家族だけで抱え込まず、お気軽にご相談ください。（相談料は無料）

「物を盗られた」と言うが、
どう対応したらいいのか
分からない

～「このもの忘れ、年のせいかな」と思っていませんか？～

問予

　自分だけ、または家族だけで抱え込まず、お気軽にご相談ください。（相談料は無料）

財布や鍵、通帳などを
しまった場所が分から
なくなる

同じものをたくさん
買い込んでいる

「物を盗られた」と言うが、「物を盗られた」と言うが、

もの忘れが
増えた

～「このもの忘れ、年のせいかな」と思っていませんか？～～「このもの忘れ、年のせいかな」と思っていませんか？～

「もの忘れ相談会」を開催します！

自分に合った
かかりつけ医を
選びましょう

「もの忘れ相談会」を開催します！「もの忘れ相談会」を開催します！
好評につき第２回！

問　トータルサポートセンター
☎０８６９-２２ - ３８００




